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第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 令和７年度第３回武蔵村山市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 令和８年１月２０日（火） 午後２時から午後２時５０分まで 

開 催 場 所 さくらホール１階 研修室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：被保険者代表  内野 和典、遠藤 政雄、島田 妙美、峯尾 和子 

    保険医代表  三條 治、永島 剛、水野 真理 

    公 益 代 表  小峯 邦明、鈴木 明、鈴木 浩、須藤 千詠子 

欠席者：田島 譲、蛭田 悠平 

事務局：市民部長、保険年金課長、保険年金課係長（国民健康保険係）、保険年

金課係長（医療費適正化係）、保険年金課主事（国民健康保険係） 

報 告 事 項 第１回会議録について 

議 題 

⑴ 諮問事項の検討について 

  「令和８年度国民健康保険税率等及び子ども・子育て支援金について」 

⑵ その他 

配 布 資 料 

・第１回会議録（資料１） 

・令和８年度国民健康保険税率等及び子ども・子育て支援金について（資料２） 

・令和８年度国民健康保険税率等及び子ども・子育て支援金について（答申）

（案）（資料３） 

結 論 
（決定した方針、残さ

れた問題点、保留事項

等を記載する。） 

議題⑴ 答申書の文章の表現や意見等の掲載の有無は、最終的に会長に一任とす 

る。 

議題⑵ なし 

審 議 経 過 
（主な意見等を原則と

して発言順に記載し、

同一内容は一つにまと

める。） 

開会 

（会長） 

 令和７年度第３回武蔵村山市国民健康保険運営協議会を始める。ただいまの出

席委員は１１名で定足数に達しているため、本日の会議は有効に成立する。 

 次に、会議録署名委員の指名について、武蔵村山市国民健康保険運営協議会規

則第１２条の規定に基づき、被保険者代表として島田委員、保険医代表として水

野委員、公益代表として須藤委員を指名する。 

 それでは、報告事項「第１回会議録について」事務局から説明を求める。 

 

―配布資料に基づき事務局から説明― 

 

【質疑・意見等】 

（会長） 

事務局からの説明について委員から質疑等をお願いする。 

（委員） 

 特になし 

（会長） 

 それでは、議題⑴「諮問事項の検討について」事務局から説明を求める。 

 

議題⑴ 諮問事項の検討について 

「令和８年度国民健康保険税率等及び子ども・子育て支援金について」 

 

―配布資料に基づき事務局から説明― 
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（会長） 

事務局からの説明について委員から質疑等をお願いする。 

（委員） 

確定係数に基づく国保事業費納付金は全体として下がっているものの、各モデ

ルケースではそれぞれ賦課額が増えているのはなぜか。 

（保険年金課長） 

 前回の会議において、子ども・子育て支援金のみ改定することに決まったが、

その子ども・子育て支援金の納付金が、仮係数の時と比較して増えたためであ

る。 

（委員） 

 前年度と比較して、国保事業費納付金が減少した主な理由は何か。 

（保険年金課長） 

 被保険者数の減少に伴う医療費の減が主な要因である。 

（委員） 

 市民の方がデータヘルス計画に基づいた取り組みを実施するなど、そういった

市民の方の努力を答申書に追加することは可能か。 

（保険年金課長） 

 答申書に反映できるか検討する。 

（委員） 

 答申書を市民の方に見てもらうため、法定外繰入金がなぜ問題なのか記載する

ことはできるのか。 

（保険年金課長） 

 答申書（案）の９頁には、「～市民負担の公平性の観点、一般会計における他

の施策への影響等から、改善していく必要がある。」と記載しているが、答申書

に反映できるか検討する。 

（会長） 

 ここで、本協議会の進め方について意見を頂戴したい。税率の改定案について

は、前回の会議で決定したとおり、改定案２を基本としている。現在、事務局か

ら示されている答申案は、そのことを踏まえて作成されたものである。答申案に

ついて意見がある場合、今月２８日までに事務局まで御連絡していただくこと

で、次回予定していた運営協議会は開催しないことにしたいと思う。 

 また、答申書の文章の表現や御意見の掲載の有無について、最終的に会長であ

る私に一任していただきたいが、よろしいか。 

 

―異議なし及び会長一任― 

 

（会長） 

 答申書は来月６日に正副会長２名と事務局の同席を伴い、武蔵村山市長へ持参

する予定である。委員の方には答申書の写しを改めて郵送させていただく。 

 それでは、議題２「その他」について、事務局から説明を求める。 

 

議題⑵ その他 

 

（保険年金課長） 

 先ほど会長からも説明があったように、次回の会議は開催せず、また答申案に

意見がない場合も意見書の提出をしていただきたい。 

（会長） 

 それでは、令和７年度第３回武蔵村山市国民健康保険運営協議会を閉会する。 
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会 議 の公 開 ・ 

非 公 開 の 別 

■公  開                傍聴者：   ０  人 

□一部公開 

□非 公 開 ※一部公開又は非公開とした理由（           ） 
 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

■開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課 市民部 保険年金課（内線：１３２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


